
財政安定化支援事業

50％ 50％

調整交付金（国）

（９％）※１

8,200億円

調整交付金（国）

（32％） ※１

22,900億円

定率国庫負担

公費負担額

国　計　：     　34,300億円

都道府県計：　11,300億円

市町村計：　　 　1,800億円

医療給付費等総額：　約109,900億円

都道府県繰入金

（９％） ※１

6,400億円

前期高齢者交付金

○国保・被用者保険の65歳か
ら74歳の前期高齢者の偏在
による保険者間の負担の不
均衡を、各保険者の加入者数
に応じて調整。

前期高齢者交付金
　　　　　　

34,900億円
　　　　　　　※３

保険者支援制度

保険料軽減制度

  市町村への地方財政措置：1,000億円

○  低所得者の保険料軽減分を公費で
　　支援。

事業規模： 4,400億円
       （都道府県 3/4、市町村 1/4）

　

○普通調整交付金（７％）

　都道府県間の財政力の不均
衡を調整するために交付。

○特別調整交付金（２％）

　画一的な測定方法によって、
措置できない都道府県・市町
村の特別の事情（災害等）を
考慮して交付。

保険者努力支援制度

※４

特別高額医療費共同事業

高額医療費負担金

保険者支援制度

保険者努力支援制度

特別高額医療費
共同事業

高額医療費負担金

保険料

（26,700億円）

法定外一般会計繰入

約1,800億円 ※２

保険料軽減制度

令和元年度の国保財政 （令和元年度予算ベース）

※１　それぞれ保険給付費等の９％、32％、９％の割合を基本とするが、定率国庫負担等のうち一定額について、財政調整機能を強化する観点から国の調整交付金に振りかえる等の法律上の措置がある
※２  平成２９年度決算における決算補填等の目的の一般会計繰入の額　　
※３　退職被保険者を除いて算定した前期高齢者交付金額であり、実際の交付額とは異なる
※４　令和元年度は、平成29年度に特例基金に措置した500億円のうち残330億円は取り崩ししない

○　都道府県・市町村の医療費適正化、予
防・健康づくり等の取組状況に応じ支援。

予算額：約900億円　　　

○ 著しく高額な医療費（１件420万円超）に

ついて、都道府県からの拠出金を財源に

全国で費用負担を調整。国は予算の範

囲内で一部を負担。　国庫補助額：60億円

 ○ 高額な医療費（１件80万円超）の発生に

よる国保財政の急激な影響の緩和を図る

ため、国と都道府県が高額医療費の１/４

ずつを負担　

　　事業規模：3,700億円、国庫補助額：900億円

○  低所得者数に応じ、保険料額の一定
割合を公費で支援　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 事業規模： 2,600億円、国庫補助額：1,300億円
　　　 （国 1/2、都道府県 1/4、市町村 1/4）

資料２
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＜県国保特会からの主な歳出＞
○保険給付費等交付金（普通交付金）（市町村）　65,504,935千円
○保険給付費等交付金（特別交付金）（市町村）　　1,618,206千円（★を財源）
○後期高齢者支援金等（社会保険診療報酬支払基金）9,988,331千円
○介護納付金（社会保険診療報酬支払基金）　 　　　 3,625,523千円
○被保険者の健康づくりと医薬品の適正使用に向けた取組（県実施）　14,309千円

＜県一般会計からの主な歳出＞
○保険基盤安定負担金　2,990,051千円
・保険料軽減分【県負担分3/4（市町村1/4）】（市町村）　       2,554,988千円
・保険者支援分【県負担分1/4（国1/2、市町村1/4）】（市町村）　435,063千円

歳
出

令和元年度　県国保特会の予算規模　80,952,663千円【対前年度当初比1,554,971千円増・2.0パーセント増】
　令和元年度　高知県国民健康保険事業特別会計　当初予算について

県全体で健康づくり事業に取り組むことにより、医療費適正化を推進するとともに、
保険者努力支援交付金の市町村分の確保につなげる。

前期高齢者交付金
○国保・被用者保険の
65歳から74歳の前期
高齢者の加入割合の
偏在による保険者間の
財政の不均衡を、各保
険者の前期高齢者の
加入割合により調整。

県繰入金
○１号繰入金
一般会計から国保特
会に繰入れ、保険給
付費等交付金（普通
交付金）の財源に充
てる。
○２号繰入金（★）
国保事業の運営の安
定化に資する事業を行
うた市町村に交付。

国・調整交付金
○普通調整交付金
財政力の不均衡等を
調整するために交付。　
○特別調整交付金
画一的な測定方法で
は措置できない特別事
情を考慮して交付。

一般会計繰入金　
　5,215,553千円（※２）
○県繰入金（旧の県調交）
：4,446,319千円（再掲）
○高額医療費負担金：658,536千円
　　　　　　　　　　　　　　（再掲）
○特定健診等負担金：108,172千円
　　　　　　　　　　　　　　（再掲）
○職員給与費等繰入金（総務費）：
　　　　　　　　　　　　　　　2,526千円

５０％

県繰入金（旧の県調整交付金）
（県一般会計から繰入）
合計　4,446,319千円

前期高齢者交付金
（社会保険診療報酬

支払基金）
26,913,581千円

　　国・調整交付金（国）
　合計　7,603,895千円
　　　　　　（内訳）
　　・普調：6,465,912千円
　　・特調：1,137,983千円

療養給付費等負担金（国）
15,572,819千円

公費（国・県）５０％

国保事業費納付金（市町村）
　　　合計24,011,587千円
　　　　　　（内訳）
　・医療分　17,462,953千円
　・後期分　  4,799,678千円
　・介護分　  1,748,956千円

保険者努力支援交付金（国）
540,970千円

（県：265,755千円、
市町村(★)：275,215千円）

療養給付費等交付金
（社会保険診療報酬支払基金）

117,369千円

特別高額医療共同事業交付金（国保中央会）
81,252千円

高額医療費負担金
（国、県一般会計から繰入）

1,317,072千円

特定健診等負担金(★)
（国、県一般会計から繰入）

216,344千円

特別高額医療共同事業費負担金（国）
44,294千円

国保事業費納付金
○保険給付費等交付金（普通交付
金）、後期高齢者支援金等、介護納
付金、前期高齢者納付金の財源とする
ため、県が算定し、市町村が県に納付。
○各市町村は、この額等をもとに、国保
料税率を決定し、賦課・徴収する。

※１：（　）書きは歳出先または歳入元。
※２：歳入の縦線部分は、県一般会計から
国保特会への繰り入れ部分。

保険者努力支援交付金
○後発医薬品の使用割合
や収納率の向上など、保険
者としての努力を行う都道府
県や市町村に対する交付金。

歳
入
（
県
国
保
特
会
）

特調の内訳
・特別事情分(★)：767,558千円
・子どもに係る分：79,763千円
・保険者努力支援制度(市町村分)(★)：　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　59,088千円
・激変緩和用の暫定措置(特例交付金)：　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　155,193千円
・激変緩和用(特調活用分)：62,077千円
・国保ヘルスアップ事業：14,304千円

国民健康保険課
R元当初予算額　　80,952,663千円　

２



平成30年度からの国民健康保険制度のポイント

●「国保事業費納付金」とは
▽平成30年度からの国保制度において、市町村の医療に要する費用
   を賄うための国保保険給付費等交付金等に充てるため、県が県全  
   体の医療給付費等の見込みに基づき算定して、市町村に負担を求
   めるもの。
▽市町村が実際に被保険者に賦課・徴収する国保料（税）額では
   ない。
　
●算定方法について
納付金は、県と市町村の協議の結果に基づく各市町村の医療費水
準や所得水準、被保険者数等に応じて算定して市町村に配分。
▽医療費水準の反映の程度⇒医療費の違いを全て(100%)反映　
▽所得水準の反映の程度⇒高知県の被保険者1人当たり所得と全
   国の被保険者１人当たり所得の比率を用いて算定。
▽特別高額医療費（1件420万円以上の医療費のうち200万円を
   超える部分）を全市町村で共同負担。

●激変緩和措置について（保険料負担の急激な増加の抑制）
▽制度が変わることにより、被保険者の保険料負担が急激に増加しな
   いよう激変緩和措置を行うようにしている。
▽激変緩和措置は、制度改革の影響ではない医療費の自然増等分
   を除き、制度改正前の納付金相当額と比べ１％を超えた場合に実
   施する。

「国保事業費納付金」について

県
国
保
特
会

国等の公費等
［(2)前期高齢者交付金
   (3)国・療養給付費等負担金、
   (4)国・調整交付金、
   (5)高額医療費負担金（国・県）、
   (6)特定健康審査等負担金（国・県）、
   (7)一般会計からの繰入金　など］

(1)国保事業費納付金

歳入 歳出

市
町
村

国
保
特
会

①保険給付費等
交付金

［普通交付金］

③後期高齢者支援金
④介護納付金　⑤保健事業　など

公費
［保険給付費等交付金の特別交　
　　付金を含む］

国保料税
［各市町村が税率を決定して、被　
　　保険者に賦課、徴収する］

歳入 歳出（保険給付）

保険給付費
［国保連合会を経　
　由して、保険医療
　機関等に支払う］

県に
国保事業費納付金

を納付

②保険給付
費等交付金
［特別交付

金］

市町村が支払う
保険給付費等に
必要な額を交付

国保料税

公費等

歳出
（保険給付

以外）

市町村の保健事業
の支援など、特別な
事情がある場合に
交付

平成30年度からの国保の財政運営の概要

被保険者 保険医療機関

県から
市町村に

請求

３



（金額単位：円）

令和元年度　「国保事業費納付金　総額」について
【留意事項】
▼この額は、令和元年度に市町村から県に納めていただく「国保事業費納付金総額」であり、令和元年度に被保険者が市町村に納める国保料（税）額ではありません。

【参考】H30年度
納付金総額

介護分

一般分 退職分 合計【A】 一般分 退職分 合計【B】 一般分・退職分【C】

1 高知市 6,973,763,063 10,816,249 6,984,579,312 1,840,190,474 3,234,442 1,843,424,916 707,627,641 9,535,631,869 8,717,680,580 817,951,289 9.4%

2 室戸市 558,773,725 643,589 559,417,314 128,801,407 185,256 128,986,663 48,870,122 737,274,099 672,921,074 64,353,025 9.6%

3 安芸市 646,606,030 312,681 646,918,711 179,575,765 95,235 179,671,000 73,356,144 899,945,855 814,083,712 85,862,143 10.5%

4 南国市 1,128,509,518 2,690,666 1,131,200,184 318,190,377 848,674 319,039,051 106,237,799 1,556,477,034 1,422,005,726 134,471,308 9.5%

5 土佐市 815,562,653 278,174 815,840,827 222,894,434 85,932 222,980,366 81,719,022 1,120,540,215 1,024,499,128 96,041,087 9.4%

6 須崎市 648,073,179 184,038 648,257,217 181,491,669 54,835 181,546,504 68,712,617 898,516,338 803,025,760 95,490,578 11.9%

7 土佐清水市 465,119,585 460,845 465,580,430 123,469,237 139,638 123,608,875 41,688,128 630,877,433 574,091,481 56,785,952 9.9%

8 宿毛市 460,560,409 168,763 460,729,172 146,091,330 73,099 146,164,429 50,132,731 657,026,332 633,280,573 23,745,759 3.7%

9 四万十市 723,008,961 230,892 723,239,853 234,561,132 87,498 234,648,630 79,454,154 1,037,342,637 906,417,154 130,925,483 14.4%

10 香南市 862,709,655 304,477 863,014,132 246,446,705 97,199 246,543,904 88,131,863 1,197,689,899 1,091,627,754 106,062,145 9.7%

11 香美市 704,006,704 608,473 704,615,177 193,691,019 192,366 193,883,385 64,181,856 962,680,418 860,805,153 101,875,265 11.8%

12 東洋町 77,395,995 30,385 77,426,380 20,328,113 9,329 20,337,442 6,924,854 104,688,676 105,338,370 ▲ 649,694 -0.6%

13 奈半利町 102,783,353 81,741 102,865,094 27,447,320 23,136 27,470,456 10,061,982 140,397,532 122,816,020 17,581,512 14.3%

14 田野町 71,115,457 12,622 71,128,079 21,642,077 4,119 21,646,196 9,551,933 102,326,208 83,816,530 18,509,678 22.1%

15 安田町 104,404,306 6,224 104,410,530 24,191,100 1,477 24,192,577 9,310,727 137,913,834 130,340,407 7,573,427 5.8%

16 北川村 36,330,960 51,647 36,382,607 9,508,071 13,469 9,521,540 2,086,753 47,990,900 45,512,961 2,477,939 5.4%

17 馬路村 18,499,010 0 18,499,010 6,432,871 0 6,432,871 2,396,880 27,328,761 22,699,844 4,628,917 20.4%

18 芸西村 196,063,798 114,699 196,178,497 47,927,640 27,849 47,955,489 20,215,891 264,349,877 247,584,000 16,765,877 6.8%

19 大川村 2,452,379 1,428 2,453,807 2,228,545 7,518 2,236,063 557,750 5,247,620 4,630,717 616,903 13.3%

20 土佐町 87,131,135 119,569 87,250,704 23,680,895 35,285 23,716,180 6,786,819 117,753,703 106,204,005 11,549,698 10.9%

21 本山町 72,250,896 0 72,250,896 23,906,298 0 23,906,298 6,546,889 102,704,083 90,315,102 12,388,981 13.7%

22 大豊町 105,610,963 27,537 105,638,500 22,334,483 6,343 22,340,826 6,287,736 134,267,062 133,119,458 1,147,604 0.9%

23 佐川町 309,620,742 369,929 309,990,671 89,036,179 129,521 89,165,700 29,893,424 429,049,795 392,456,874 36,592,921 9.3%

24 越知町 127,002,387 141,357 127,143,744 38,612,648 46,120 38,658,768 15,053,462 180,855,974 167,891,293 12,964,681 7.7%

25 中土佐町 170,631,795 335,810 170,967,605 48,477,184 107,274 48,584,458 12,343,889 231,895,952 246,194,928 ▲ 14,298,976 -5.8%

26 日高村 116,017,937 29,421 116,047,358 34,047,650 10,695 34,058,345 13,495,169 163,600,872 150,563,056 13,037,816 8.7%

27 梼原町 78,863,910 48,424 78,912,334 25,888,666 14,523 25,903,189 6,524,882 111,340,405 101,860,768 9,479,637 9.3%

28 大月町 155,274,637 112,495 155,387,132 46,734,502 38,433 46,772,935 19,008,121 221,168,188 219,272,267 1,895,921 0.9%

29 三原村 44,574,525 29,949 44,604,474 11,031,074 8,157 11,039,231 3,944,950 59,588,655 47,416,395 12,172,260 25.7%

30 いの町 532,880,303 700,879 533,581,182 152,932,590 227,936 153,160,526 51,441,393 738,183,101 691,244,719 46,938,382 6.8%

31 津野町 131,149,403 0 131,149,403 38,213,532 0 38,213,532 12,230,907 181,593,842 166,757,998 14,835,844 8.9%

32 仁淀川町 119,496,073 96,171 119,592,244 31,883,852 30,232 31,914,084 11,295,789 162,802,117 148,850,423 13,951,694 9.4%

33 四万十町 471,109,823 418,906 471,528,729 140,613,099 144,419 140,757,518 52,680,681 664,966,928 593,305,251 71,661,677 12.1%

34 黒潮町 325,367,432 805,451 326,172,883 90,944,588 252,352 91,196,940 30,203,093 447,572,916 434,676,832 12,896,084 3.0%

17,442,720,701 20,233,491 17,462,954,192 4,793,446,526 6,232,361 4,799,678,887 1,748,956,051 24,011,589,130 21,973,306,313 2,038,282,817 9.3%

令和元年度　国保事業費納付金（一般被保険者と退職被保険者の合計） 比較（R元とH30を比較）

医療分 後期分

県計

No. 市町村名
①医療・後期・介護　計

【A+B+C】
②医療・後期・介護　計
（一般と退職の計）

H30→R元増減額
①-②

H30→R元伸び率
①/②

４


